
2浪速区 広報なにわ　令和2年 5月号
毎週金曜日（祝日除く）は、19時まで窓口サービス課（住民情報・保険年金）・保健福祉課の一部窓口を時間延長しています。
詳しくは総務課（a06-6647-9625　b06-6633-8270）まで。

お知らせ
　

令
和
２
年
度
の
給
与
所
得
等
に
係
る
市
民
税・府
民
税
特
別

徴
収
税
額
の
決
定
通
知
書
を
、令
和
２
年
５
月
中
旬
か
ら
事
業

主（
会
社
等
）を
通
じ
て
、給
与
所
得
者
の
方
に
送
付
し
ま
す
。

　

給
与
所
得
者
の
方
の
令
和
２
年
度
個
人
市・府
民
税
は
、事

業
主（
会
社
等
）が
令
和
２
年
６
月
か
ら
翌
年
５
月
ま
で
の
毎

月
の
給
与
か
ら
差
し
引
き
、大
阪
市
へ
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。こ
の
制
度
を
特
別
徴
収
と
い
い
ま
す
。

　

な
お
、地
方
税
法
の
規
定
に
よ
り
、事
業
主（
会
社
等
）は
、原

則
、特
別
徴
収
義
務
者
と
し
て
、給
与
所
得
者
の
個
人
市
・
府

民
税
を
特
別
徴
収
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
お
リ
ま
す
。

c
な
ん
ば
市
税
事
務
所

市
民
税
等
グ
ル
ー
プ（
個
人
市
民
税
担
当
）

a
0
6・4
3
9
7・2
9
5
3

令
和
２
年
度 

給
与
所
得
等
に
係
る

特
別
徴
収
税
額
の
決
定
通
知
書
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

送
付
し
ま
す

　

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の
納
期
限
は
、６
月
１
日（
月
）で
す
。

　

身
体
障
が
い
者
、知
的
障
が
い
者
及
び
精
神
障
が
い
者
等
の

方
で
軽
自
動
車
税
の
免
除
を
受
け
る
場
合
は
、納
期
限
ま
で
に

市
税
事
務
所
で
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

c
な
ん
ば
市
税
事
務
所

市
民
税
等
グ
ル
ー
プ（
軽
自
動
車
税
担
当
）

a
0
6・4
3
9
7・2
9
5
4 

b
0
6・4
3
9
7・2
9
0
5

市
税
の
納
期
限
の
お
知
ら
せ

　

国
民
年
金
基
金
は
、国
民
年
金
に
年
金
を
上
乗
せ
す
る
公

的
な
制
度
で
す
。国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者（
自
営
業
な

ど
の
人
）で
保
険
料
を
納
め
て
い
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方

や
、60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
、海
外
居
住
さ
れ
て
い
る
方
で

国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
て
い
る
方
が
加
入
で
き
ま
す
。

　

掛
金
は
、年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
、社
会
保
険
料
と
し

て
全
額
が
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。ま
た
、受
け
取
る
年
金

に
も
公
的
年
金
等
控
除
が
適
用
さ
れ
る
な
ど
、税
制
面
で
優

遇
措
置
が
あ
り
ま
す
。

c
全
国
国
民
年
金
基
金 

大
阪
支
部

a
0
1
2
0・6
5・4
1
9
2

国
民
年
金
基
金
の
ご
案
内

　

令
和
２
年
度
保
健
事
業
の
お
知
ら
せ
で
す

　

大
阪
市
国
保
で
は
、高
血
圧
症
や
糖
尿
病
な
ど
の
生
活
習

慣
病
の
予
防
に
向
け
、40
歳
以
上
の
方（
年
度
内
に
40
歳
に
な

る
方
を
含
む
）を
対
象
に
、無
料
で
受
診
で
き
る「
特
定
健
診
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。対
象
と
な
る
方
に
は
、４
月
末
頃
に
緑

色
の
封
筒
で「
受
診
券
」を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、特
定
健
診
の
ほ
か
、30
歳
以
上
の
方
を
対
象
に「
１
日

人
間
ド
ッ
ク
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。健
診
料
は
30
〜
39
歳
の

方
が
1
4
，0
0
0
円
、40
〜
74
歳
の
方
が
1
0
，0
0
0
円
、

昭
和
30
・
40
・
50
・
55
年
生
ま
れ
の
方
が
無
料
で
す
。40
歳
以
上

の
方
が
１
日
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
す
る
場
合
は
、特
定
健
診
の

「
受
診
券
」が
必
要
で
す
。

　

そ
の
ほ
か
、18
歳
以
上
の
方
を
対
象
に「
健
康
づ
く
り
支
援
事

業
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。詳
し
く
は「
受
診
券
」に
同
封
し
て
い

ま
す「
国
保
健
診
ガ
イ
ド
」（
各
区
役
所
の
窓
口
で
も
配
布
し
て

い
ま
す
）、ま
た
は
大
阪
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

c
特
定
検
診
に
つ
い
て
は 

窓
口
サ
ー
ビ
ス
課（
保
険
年
金
）

a
０
６・６
６
４
７・９
９
５
６ 

b
０
６・６
６
３
３・８
２
７
０

１
日
人
間
ド
ッ
ク
な
ど
そ
の
他
保
健
事
業
に
つ
い
て
は
、

大
阪
市
福
祉
局
生
活
福
祉
部
保
険
年
金
課（
保
健
事
業
）

a
0
6・6
2
0
8・9
8
7
6

大
阪
市
国
保
加
入
者
の
み
な
さ
ま
へ

　

カ
ラ
ス
は
春
先
に
高
い
木
の
枝
な
ど
に
巣
を

作
り
、５
月
か
ら
６
月
頃
に
ヒ
ナ
を
育
て
ま
す
。

　

こ
の
時
期
に
一
部
の
親
カ
ラ
ス
が
、ヒ
ナ
を
守

る
た
め
に
、巣
に
近
づ
い
た
人
に
対
し
て
、大
き
な
声
で
鳴
き

続
け
た
り
、威
嚇
行
為
を
と
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
カ
ラ
ス
を
見
か
け
た
ら
、あ
わ
て
ず
に
そ
の
場
か
ら

離
れ
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、巣
立
ち
直
後
の
ヒ
ナ
は
地
面
に
落
下
し
て
し
ま
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
が
、ヒ
ナ
に
近
づ
く
と
ヒ
ナ
を
見
守
っ
て
い
る

親
カ
ラ
ス
に
威
嚇
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、ヒ
ナ
に
は

近
づ
か
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

c
保
健
福
祉
課（
保
健
）

a
０
６・6
6
4
7・9
9
7
3 

b
０
６・6
6
4
4・1
9
3
7

カ
ラ
ス
に
注
意
！

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
防
止
の
観
点

か
ら
、縦
覧
会
場
に
お
い
て
、来
場
者
が
集
中
す
る
こ
と
を
避

け
る
た
め
、令
和
２
年
度
に
限
り
、６
月
１
日（
月
）ま
で
縦
覧

期
間
を
延
長
し
ま
す
。

c
な
ん
ば
市
税
事
務
所　

大
阪
シ
テ
ィ
エ
ア
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル（
O
C
A
T
）４
階
窓
口

a
0
6・4
3
9
7・2
9
5
7（
土
地
グ
ル
ー
プ
）

a
0
6・4
3
9
7・2
9
5
8（
家
屋
グ
ル
ー
プ
）

固
定
資
産
税（
土
地・家
屋
）に
関
す
る
縦
覧
は

市
税
事
務
所
へ

固
定
資
産
税
の
縦
覧
期
間
を
延
長
し
ま
す

　

５
月
３
日
の
憲
法
記
念
日
を
含
む
５
月
１
日
〜
７
日
は「
憲

法
週
間
」で
す
。ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
、基
本
的
人
権
の
大
切
さ
に

つ
い
て
み
ん
な
で
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

c
市
民
協
働
課（
教
育・学
習
支
援
）

a
0
6・6
6
4
7・9
7
4
3 

b
0
6・6
6
3
3・8
2
7
0

５
月
１
日
〜
７
日
は
、「
憲
法
週
間
」で
す

　

製
造
業
を
営
む
事
業
所
を
対
象
と
し
て
、６
月
１
日
現
在
で

「
工
業
統
計
調
査
」を
全
国
一
斉
に
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、我
が
国
の
製
造
業
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る

統
計
調
査
で
す
。

　

５
月
初
旬
以
降
に
、顔
写
真
付
き
の
調
査
員
証
を
携
行
し

た
統
計
調
査
員
に
よ
る
訪
問
、も
し
く
は
郵
送
に
よ
り
調
査
票

を
配
付
し
ま
す
。回
答
方
法
は
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
オ

ン
ラ
イ
ン
回
答
と
、ご
記
入
い
た
だ
い
た
調
査
票
を
郵
送
し
て

い
た
だ
く
方
法
が
あ
り
ま
す
。(

調
査
員
に
よ
る
回
収
は
な
く

な
り
ま
し
た
。)

調
査
結
果
は
、地
域
産
業
活
性
化
政
策
や
中

小
企
業
対
策
等
、各
種
施
策
の
基
礎
資
料
と
な
り
ま
す
の
で
、

調
査
へ
の
ご
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、提
出
さ
れ
た
調
査
票
は
厳
重
に
管
理
さ
れ
、統
計
作

成
の
目
的
以
外
に
使
用
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

c
総
務
課

a
0
6・6
6
4
7・9
6
2
5 

b
0
6・6
6
3
3・8
2
7
0

「
2
0
2
0
年
工
業
統
計
調
査
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
実
施
し
ま
す

 

大
阪
市
で
は
、ご
家
庭
で
不
用
と
な
っ
た
衣
類
に
つ
い
て
、古

紙・衣
類
の
収
集
曜
日
に
収
集
し
、リ
ユ
ー
ス（
再
使
用
）し
て
い

ま
す
。衣
類
の
大
半
は
国
外
に
輸
出
し
て
い
ま
す
が
、現
在
、

各
国
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
を
防
ぐ
た
め
の

移
動
制
限
措
置
が
と
ら
れ
て
お
り
、多
く
の
中
古
衣
類
が
一
時

的
に
滞
留
し
て
い
ま
す
。

 

他
の
家
庭
ご
み
収
集
を
含
め
、現
時
点
で
衣
類
の
収
集
を
停

止
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、７
月
31
日
ま
で
衣
類
の
排

出
を
控
え
て
い
た
だ
き
家
庭
内
で
保
管
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

 

ま
た
、感
染
症
に
感
染
し
た
方
や
そ
の
疑
い
の
あ
る
方
な
ど
が

い
る
ご
家
庭
で
、使
用
し
た
マ
ス
ク
等
の
ご
み
を
出
す
場
合
は
、

「
ご
み
に
直
接
触
れ
な
い
」「
ご
み
袋
は
し
っ
か
り
し
ば
っ
て
封
を

す
る
」、「
ご
み
を
出
し
た
後
は
手
を
洗
う
」こ
と
を

心
が
け
、感
染
症
の
拡
大
防
止
対
策
へ
の
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

c
環
境
局
事
業
部
家
庭
ご
み
減
量
課

a
0
6・6
6
3
0・3
2
5
9 

b
0
6・6
6
3
0・3
5
8
1

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
の

影
響
に
伴
う
ご
み
の
排
出
に
つ
い
て
の
お
願
いc保健福祉課（生活支援） a06-6647-9805 b06-6633-8272

〜
支
え
あ
う

　
　

住
み
よ
い
社
会

　
　
　
　
　
　
　

地
域
か
ら
〜

民生委員・児童委員主任児童委員
民生委員・児童委員は、
地域の身近な相談相手

あなたを必要な支援へつなぎます。

警察
消防

医療
機関

福祉
施設

保健福祉
センター

保育所
幼稚園
学校

こども
相談
センター

地域
組織

社会福祉
協議会

ハロー
ワーク

地域
包括支援
センター

ひとりで悩まないで

違
法
民
泊
通
報
窓
口

平
日
9
時
〜
17
時
30
分

a
0
6・6
6
4
7・0
8
3
5

b
0
6・6
6
4
7・0
7
3
3

 

gryokan2016@
city.osaka.lg.jp

違法民泊かな?と
思ったら

情報を
お寄せください

　

離
婚・養
育
費
に
関
す
る
悩
み
を
お
持
ち
の
大
阪
市
内
に
お

住
ま
い
の
未
成
年
の
こ
ど
も
が
い
る
父
母
の
た
め
に
、「
離
婚・

養
育
費
」に
関
す
る
専
門
相
談
を
実
施
し
ま
す
。大
阪
弁
護
士

会
所
属
の
弁
護
士
が
、法
律
的
な
知
識
を
要
す
る
問
題
の
相

談
に
応
じ
、ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
ま
す
。

　

相
談
時
間
は
45
分
以
内
、相
談
費
用
は
無
料
で
す
。

d
６
月
４
日（
木
）14
時
〜
17
時

e
浪
速
区
役
所（
詳
細
は
予
約
受
付
時
に
ご
案
内
し
ま
す
）

j
離
婚
・
養
育
費
に
関
す
る
悩
み
を
お
持
ち
の
大
阪
市
内
に

お
住
ま
い
の
未
成
年
の
こ
ど
も
が
い
る
父
母

k
無
料

f
予
約
開
始
：
５
月
28
日（
木
）９
時
〜

予
約
方
法
：
a
0
6‐6
6
4
7‐9
8
9
5
で
予
約
受
付

c
保
健
福
祉
課（
子
育
て
支
援
）

a
0
6・6
6
4
7・9
8
9
5 

b
0
6・6
6
4
4・1
9
3
7

弁
護
士
に
よ
る「
離
婚・養
育
費
」に
関
す
る

　
　
　

無
料
の
専
門
相
談
を
実
施
し
ま
す

５月１２日は、民生委員・児童委員の日です。

　

自
動
車
税（
種
別
割
）の
納
期
限
は
６
月
１
日（
月
）で
す
。

　

納
税
通
知
書
裏
面
に
記
載
の
金
融
機
関
、大
阪
府
内
の
郵
便

局
、コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
、府
税
事
務
所
で
納
付
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
を
利
用
し
た
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の
納
付
や
、府
税
の
収
納
を
扱
う
金
融
機
関

（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
。）の
Pay
-e
a
s
y（
ペ
イ
ジ
ー
）に

対
応
し
て
い
る
A
T
M
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
に
よ

る
納
付
も
可
能
で
す
。

　

さ
ら
に
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ「
P
a
y
B
」を
利
用

し
て
納
付
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、各
金
融
機
関
や
大
阪
府

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

自
動
車
税（
種
別
割
）に
関
す
る
お
問
合
せ
は
コ
チ
ラ
ま
で
！

自
動
車
税
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
a
０
５
７
０・０
２
０
１
５
６

〈
受
付
時
間
〉平
日
９
時
〜
１７
時
４５
分

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
に
よ
る
対
応

※

納
税
通
知
書
等
の
発
送
直
後
や
９
時
台
は
、つ
な
が
り

に
く
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

c
大
阪
府
自
動
車
税
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

a
0
5
7
0・0
2
0
1
5
6

自
動
車
税（
種
別
割
）の
納
期
限

府
税
あ
ら
か
る
と

検
索

大阪府広報担当
副知事もずやん


